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18．関係機関
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事業所の特性等 

障がい者やご家族の方が、住

み慣れた地域の中で、安心して

自立した生活が送れるよう、相

談の充実を図るとともに、地域

住民への正しい知識の普及啓発

を積極的に行います。

地図 

（栃木駅から徒歩約３０分、新栃木駅から徒歩約２０分） 

栃木県栃木健康福祉センター 

〒328-8504　栃木市神田町 6-6（栃木県庁下都賀庁舎 2階） 

TEL：0282-22-4121　 

FAX：0282-22-7697 

メール：tochigi-kfc@pref.tochigi.lg.jp 

HP：http://www.pref.tochigi.lg.jp/e57/index.html 

活動内容等 

○精神障害者家族会 

対象者：統合失調症患者のご家族及びその他必要と認めた方 

実施回数・内容：年５回。家族交流会や学習会を実施。 

※ 参加を希望する場合は、事前に保健師による面接が必要になります。 

 

○精神保健福祉相談（精神科医師や保健師による相談） 

 

○難病・小児慢性特定疾病相談 

対象者：難病の方、小児慢性特定疾病のお子さん及び家族 

実施回数・内容：随時。電話・面接・訪問等を実施。 

 

※詳細は、当センターまでお問い合わせください。

 精神科医師 年６回(予約制) 事前に保健師による面接が必要になります。

 保健師 随時 事前にご連絡ください。

事業所概要 

■開設：昭和 19 年 10 月 

■開所日：月～金曜日（行政機関の休日は除く） 

■開所時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

■対象：管内（栃木市・壬生町）にお住いの方 

■主な業務：精神保健福祉に関する相談（精神疾患・こころの相談など）、難病・小児慢性特定疾病に

関する相談【電話・面接等】
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栃木県県南児童相談所

〒328-0042　栃木市沼和田町 17－22　 
TEL　0282-24-6121　　Fax　0282-24-6119 
HP: 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e69/index.

html 

案内図

栃木駅

学悠館高校

臼井歯科

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

旧栃木警察署

県南児童相談所

信号機

（南口）

農協会館

（北口）

↓

至
佐
野
・藤
岡

↑

至
小
山

↓至 大平

N↑至鹿沼

（南口下車徒歩５分）

☆相談内容 

　　０歳から 18 歳未満のお子様に関する相談に応じています。 

相談方法：面接、電話、訪問 

受付時間：月～金曜日　午前８時 30 分～午後５時 15 分 

電話番号：0282-24-6121 

☆テレフォン児童相談　028-665-7788 

相談時間：毎日／午前 9 時～午後 8時 

利用対象者：お子さんについての悩みをお持ちの方、子ども本人 

※専門の電話相談員が対応いたします。秘密厳守。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年６月 1日 

 

 

 

全国児童相談所共通 

ダイヤル（３桁） 

　『１８９』（いちはやく） 

 

児童虐待かなと思ったら 

迷わずお電話ください。 

３６５日２４時間受付。 

　　　　　　　　 

　　　　　 
栃木駅南口から徒歩５分

概要 

○開設：昭和４８年４月　 
○運営主体：栃木県 
○児童相談所とは？ 

　　児童の福祉に関することについて、専門的機能を有し、

児童福祉行政の中核的役割を果たす機関として児童福祉法

に基づき設置されています。

案内図



令和 6年 6月 1日現在

 149

栃木市

壬生町

上三川町

下野市

小山市

野木町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県南圏域　 

障害者就業・生活支援センター 

めーぷる 

住所　〒３２１－０２０６　 

栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町５－６ 

電話　０２８２－８６－８９１７　　　　 

FAX　０２８２－２１－７1０９ 

HP　　　　http//www.seseragikai.jp　

 

○ 開設　　　：平成１４年　５月 

○ 運営主体：社会福祉法人せせらぎ会 

○ 職員　　：主任就業支援ワーカー・就業支援ワーカー・ 

生活支援ワーカー 

○ 利用定員：なし

 

○ 利用の日時：平日（月～金）　９：００～１７：００ 

○ 対象者　　　：就業・生活等で支援を必要とする障害 

　　　　　　　　（知的・身体・精神、その他にも発達障害・高次脳機能障害等）のある方が対象です。 

○ 利用の方法：電話または FAX 等でご連絡下さい。ご連絡して頂いた後、面談をして詳しいお話を伺います。 

○ 利用の費用：相談・支援にはお金はかかりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通案内】 
車の場合 
壬生 IC（北関東自動車道） 

から５分 

電車の場合 

おもちゃのまち駅 

（東武宇都宮）から徒歩１０分

お
も
ち
ゃ
の
ま
ち
駅

←
宇
都
宮

栃
木
街
道

栃
木
→

▶障害のある方へ　　　 

 

 
〈就業面の支援〉 

・就職に向けた準備の助言 

　　（職業訓練、職場実習の斡旋） 

・就職活動の支援・助言 

・職場定着に向けた支援・助言 

〈生活面の支援〉 

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の 

　日常生活の自己管理に関する助言 

・住居、年金、余暇活動など、地域生活、生活設計に

関わる助言

障害のある方の「働く」こと、「暮らす」こと一体的に 

サポートする専門機関です。

▶事業主の皆様へ 

 

　 

　障害者雇用に関する各種制度が良くわからない。

現在雇用している障害のある従業員について相談　　

したいことがある。

障害者雇用を既に実施している企業を見学したい。

障害者雇用について、社内で研修会を実施したい。

雇用している障害のある従業員の生活（勤務時間外）に 

気になるところがあるが、会社としてそこまで対応できない。

こんな場合は、センターにご相談下さい。

■支援内容

■概要 

■利用方法 

北双●

ガスト●

セブン●

スポーツジム

第一生命●

めーぷる

●ダンススクール

マツモトキヨシ●

●コープ

●ＣｏＣｏ壱番


